
指定ごみ袋でなくとも、使用できるごみ袋であれば、 

指定ごみ袋の代わりとしてごみを出すことができます。 

※本対応は、購入できる状況が安定するまでの臨時的な対応となります。対応に変更がある場合は追ってお知らせします。 

臨時的対応として、指定ごみ袋を使用する方法に加えてごみを出すことができますので、指定ごみ袋を入手できなかった場合

のごみを出す方法としてください。 

お問い合わせ 一関地区広域行政組合 一関清掃センター 0191-21-2157 大東清掃センター 0191-75-3149

指定ごみ袋については、昨年度と同程度の

供給が続いています。 

現状の小売店での品薄は、例年より多く購

入されているために発生しているものです。 

指定ごみ袋、ビニール袋の必要以上の購入

はお控えください。 

（小サイズと同じ） （大サイズと同じ）


